


本資料では、令和６年度報酬改定に伴う事業所の指定基準の改正及び基本報酬等の改定につ

いて再周知が必要な項目や、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の役割、障がい

者支援課への届出等に係る留意すべき事項について説明いたします。



全てのサービスにおいて、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の

見える化を図る観点から、毎年、情報公表に係る報告を行うことが義務づけられております。

なお、登録期間は毎年、５月1日から７月３１日の間となっております。

障がい福祉サービス等情報公表システム（ＷＡＭＮＥＴ）にアクセスし、公開情報の登録を

行ってください。



障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所においては、情報公表

未報告減算が適用となりますので、ご留意ください。



全てのサービスにおいて、サービスの提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社
会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮してください。

個別支援計画の作成に当たっては、「利用者の自己決定の尊重・意思決定の支援」に配慮し
てください。
「利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合」には、当該利用者の意思、選好、
判断能力等について丁寧に把握してください。

具体的な方法については、「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドラ
インについて｣を参考にしてください。



要支援者が児童の場合は、児童が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

児童及びその保護者の意思をできる限り尊重するための配慮を行ってください。

通所支援計画の作成に当たっては、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重さ

れ、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう支援計画を検

討してください。

具体的な方法については、障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮

の手引きを参考にしてください。



また、訪問系を除く全てのサービスにおいて、利用者の意思決定支援の取組として、計画相
談支援事業者が作成するサービス等利用計画及び各障害福祉サービス事業者等が作成する個
別支援計画の作成に係る会議には、利用者の参加が義務化されています。

障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画及び各障害児通所支援事業者が作成す
る通所支援計画の作成に係る会議については、児童・保護者の参加は不要ですが、児童の意
見の尊重とその最善の利益が優先して考慮されることが求められていることから、障害児支
援利用計画及び通所支援計画の作成にあたっては、障害児支援におけるこどもの意思の尊
重・最善の利益の優先考慮の手引きを参考に、適切な過程を経て、記録を残してください。



障害者支援施設では、個別支援計画の作成時、地域移行等意向確認担当者が把握した利用者

の地域生活への移行に関する意向等を踏まえてください。

個別支援計画の作成に係る会議には、利用者本人や地域移行等意向確認担当者も招集し、利

用者の生活に対する意向等を踏まえてください。令和８年度から義務化となります。



障害者支援施設からの地域移行に係る、地域移行等意向確認担当者の役割についてです。

地域移行等意向確認担当者は、意向確認のマニュアルを作成し、利用者の自己決定の尊重及

び意思決定の支援に配慮しつつ、利用している障害者支援施設以外に利用している障害福祉

サービス等の把握や、利用に関する意向の定期的な確認に努めてください。

また、これらの内容をサービス管理責任者に報告するとともに、個別支援計画作成に係る会

議へ報告してください。

これらについては令和６年度から努力義務化されましたが、令和８年度からは義務化となり、

未整備の場合には、地域移行等意向確認体制未整備減算が適用されますので、ご注意くださ

い。



個別支援計画を作成するサービスにおいては、各サービスを提供する事業所から、相談支援
事業者に対して個別支援計画が提供されることが義務化されています。
利用者・保護者へ交付する際、相談支援事業者にも交付してください。



生活介護及び自立訓練（機能訓練）において、基準人員として看護職員、生活支援員、理学

療法士、作業療法士を、常勤換算方式で平均障害支援区分又は利用者数に応じて配置する必

要がありますが、改正により言語聴覚士を配置した場合でも常勤換算数に含められることと

なっています。



令和7年10月1日より施行となる就労選択支援についてです。
就労選択支援は、障害者本人が就労先や働き方について、より良い選択ができるよう、就労
アセスメントの手法を活用し、本人の希望、就労能力及び本人の適性等にあった選択を支援
するサービスとして創設されました。
対象者は就労移行支援又は就労継続支援の新規利用者及び、既に就労移行支援又は就労継続
支援を利用している方となり、段階的に就労選択支援利用対象者が増えていく予定です。



運営基準の事業者要件は、就労移行支援事業者又は就労継続支援Ａ･Ｂ型事業者であって､
「指定の申請の日前３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業
所に雇用されたもの」となっております。



就労選択支援開始後のおおまかな流れについてです。

利用者の就労系サービスを利用したい意向に基づき就労選択支援の利用開始となり、就労選
択支援事業者が就労アセスメントを実施します。

就労選択支援事業者は、利用者、給付決定市町村、相談支援事業者、職安等の担当者等を招

集して担当者会議を開催し、利用者の就労に関する意向を改めて確認し、担当者等に意見を

求めた上で、アセスメントの結果を作成します。

アセスメントの結果が利用者及び相談支援事業者へ提供されます。
相談支援事業者がサービス等利用計画にアセスメントの結果を反映し、就労継続支援等の障
害福祉サービスの利用開始へと進んでいきます。



就労選択支援事業者は、就労アセスメントの結果を踏まえ、職安、障害者就業・生活支援セ
ンター等との連絡調整をしなければなりません。
就労選択支援事業者は、自立支援協議会への定期的な参加や、職安への訪問等を通じた地域
の就労支援に係る社会資源・雇用事例等の情報収集、利用者に対する進路選択に資する情報
提供等に努めることとなります。



就労選択支援における主な運営基準や設備基準は就労移行支援・就労継続支援事業と同様で
す。



就労選択支援における人員基準としては、管理者、就労選択支援員を配置することが必要と
なっておりますが、短時間のサービスであることから個別支援計画の作成は不要とされサー
ビス管理責任者の配置は求められておりません。

そのほか、現時点で国より公表されている詳細情報は厚生労働省ホームページをご参照くだ

さい。



厚生労働省ホームページにおける資料の中には、就労選択支援と他サービスとの併給の方向
性も示されておりましたので、ご参考にしてください。



就労系サービスの事業者は、指定計画相談支援事業所と連携し、利用者に対し定期的に就労

選択支援に関する情報提供を行ってください。

また、相談支援専門員も、モニタリングの結果等を踏まえて就労選択支援の利用が必要と認

められるときは、就労系サービス事業所と連携し、就労選択支援に関する情報提供を行って

ください。



就労継続支援Ｂ型事業において、工賃の支払いに要する額は、原則として自立支援給付を
もって充ててはならないこととなっておりますので、生産活動の収支差額のみから工賃を支
払ってください。



自立生活援助においては、これまで「居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊
型自立訓練、共同生活援助、障害者支援施設、相談支援」のいずれかの指定を受けている必
要がありましたが、不要となります。
サービス管理責任者に関する要件が緩和されたことから、相談支援事業所における一連の支
援として事業開始することが可能となりました。
訪問面接の緩和については、訪問とテレビ電話等を組み合わせた支援が可能となっておりま
すが、その場合、報酬区分が異なる点にご留意ください。



共同生活援助の援助内容は、身体及び精神の状況等に応じた相談、入浴、排せつ若しくは食

事の介護その他日常生活上の援助とされておりましたが、

法改正に伴い、日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助、

またその他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助といった

内容についても明確化されました。

これらの援助内容には、一人暮らし等を希望する者に対する支援等も含まれております。



共同生活援助及び障害者支援施設においては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、

障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会

である地域連携推進会議を開催することが令和６年度から義務付けられています。

事業者は、おおむね１年に１回以上、この会議において事業の運営に係る状況を報告すると

ともに、構成員から必要な要望、助言等を聴く機会を設け、その記録を公表することや、会

議の構成員が事業所を見学する機会を設ける必要があります。



共同生活援助及び障害者支援施設については、「第二種協定指定医療機関」との間で、新興
感染症の発生時等の対応を取り決めることが努力義務となっております。
なお、協力医療機関が第二種協定指定医療機関の場合は、新興感染症の発生時等の対応の取
り決めは努力義務ではなく義務となっておりますので、協力医療機関が県から第二種協定指
定医療機関の指定を受けている場合は、速やかにご対応ください。



特定相談支援・障害児相談支援・一般相談支援・自立生活援助においては、機能強化型サー

ビス利用支援費若しくは機能強化型障害児支援利用援助費の算定要件を満たす相談支援事業

所であり、事業所に配置されている主任相談支援専門員により相談支援員への指導・助言体

制が確保されている場合に、社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者を相談支援

員として配置し、業務に従事させることが可能となっております。



自己評価等について、すでに児童発達支援及び放課後等デイサービスで実施が義務付けられ
ておりましたが、保育所等訪問支援においても実施が義務付けられました。
事業者・従業者からの評価や保護者評価に加え、保育所等訪問支援は訪問先施設による評価
も必要です。
令和７年度から「自己評価等未公表減算」が適用となりますので、おおむね年に一回以上、
自己評価等の実施と公表を行ってください。



全てのサービスにおいて、感染症予防及びまん延防止のため講ずべき措置として、感染対策

委員会の定期的な開催、感染対策マニュアルを踏まえた指針の整備、研修及び訓練の定期的

な実施が必要です。

研修については実施後に記録に残す必要がありますので、ご注意ください。



全てのサービスにおいて、業務継続計画の策定と計画に従い講ずべき措置として、業務継続

計画の策定や、年１回以上、全従業員へ研修及び訓練を実施すること等が必要です。

研修については実施後に記録に残す必要がありますので、ご注意ください。



業務継続計画未策定の場合や、必要な措置が講じられていない場合、業務継続計画が策定さ
れ必要な措置が講じられるまで業務継続計画未策定減算が適用されますので、ご注意くださ
い。



障害児通所支援事業所において、座席が3列以上ある送迎車両を用いて送迎を行う場合には、
安全装置を装備する必要があります。
車両更新等の際にはご注意ください。



食事を提供する場合等に配置する栄養士又は管理栄養士についてです。
指定生活介護事業所及び児童発達支援センターにおいては、利用者に食事を提供する場合、
栄養士による栄養管理等の配慮を行うよう求められています。
現在、栄養士資格取得後に管理栄養士資格が取得可能となりますが、栄養士法改正に伴い、
管理栄養士養成施設を経ることで栄養士資格なしに管理栄養士の資格を取得できることとな
る見込みです。
このことに伴い、本市の条例においても「栄養士」と記載された部分が「栄養士又は管理栄
養士」に変更となります。



サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の役割についてです。

これらの職種の方に求められる役割は
利用者支援プロセスの管理（支援の進行管理、個別支援計画の作成・修正など）
サービス提供者への指導・助言（支援の質の向上のための人材育成・指導助言）
関係機関との連携（サービス担当者会議への参加、地域資源との連携）
といったものになります。

個別支援の質を担保し、事業所と利用者を地域社会へとつなげる役割が求められています。



個別支援計画作成時には、上記の流れに沿って作成することが必要となっておりますが、必
要なステップが行われていない場合や書類の不備等があった場合、個別支援計画未作成減算
が適用となりますのでご注意ください。



個別支援計画作成時の注意点についてです。

個別支援計画は必ずサービス管理責任者が作成してください。
生活支援員が計画を作成し、サービス管理責任者が確認・決裁する等の方法をとることはで
きません。
計画の検討・作成、モニタリング等の個別支援計画作成プロセスには
サービス提供職員・相談支援事業者・利用者などの多くの方が関わりますが、
実際にアセスメント等を行い、計画を作成できるのはサービス管理責任者・児童発達支援管
理責任者のみです。

作成に係る一連の流れを適切に行ってください。
モニタリングを行わないまま、個別支援計画の見直しを行うことはできません。
計画作成日や個別支援会議の日程などの順番が前後してはいけません。
相談支援事業者によるアセスメントから始まるサービス利用計画の作成及び個別支援計画の
作成プロセスは、
利用者のニーズを把握し、現状と達成すべき状態との差異を明確にするために必要なプロセ
スです。



個別支援計画作成の流れです。

作成の合間に、担当者会議を経て計画のブラッシュアップが必要となりますので、
相談支援事業者・サービス提供事業者が協力し、利用者本人と関係機関を巻き込みながら
計画に利用者の情報を反映してください。

また、令和6年度省令改正により追加となったサービス担当者会議・個別支援会議における
本人参加、個別支援計画を利用者に加え相談支援事業者にも交付するといった点にもご注意
ください。

利用者本人の状況をより詳細に把握し、相談支援事業者にフィードバックすることにより
現状と達成すべき状態との差異をより明確にし、達成すべき状態に向けた支援をより具体的
に進めてください。



利用者支援プロセスの管理における個別支援計画の作成については、全国的に誤った支援
例があり、指導の対象となっております。

個別支援計画は、利用者や保護者の同意を得てください。
計画原案の説明時や本計画交付時にはそれぞれ行っていることがわかるよう、利用者からサ
イン等をもらってください。
原則、本計画の交付後にサービス利用ができるようになりますが、新規利用の場合はアセス
メントの必要性から、利用開始月の末日までに本計画を作成すれば問題ありません。

また、個別支援計画は必要な頻度で見直しを行ってください。
サービス種別によって少なくとも３カ月に１回以上又は少なくとも６カ月に１回以上の見直
しを行う必要があります。

個別支援計画の作成は利用者ニーズを把握し、現状と達成すべき状態との差異を明確にする
ために必要なプロセスですので、利用者の同意を得る・必要な頻度で見直しを行うなど必要
なステップを経て作成してください。



加算の中には個別支援計画に位置付けることが必要である加算がありますので、加算の要件
や利用者の状態像を把握し、個別支援計画に記載した上で支援・請求をおこなってください。



サービス管理責任者が行うサービス提供者への指導・助言についてです。
チームマネジメントが基本であること、利用者の権利擁護などの幅広い視点を伝えること、
高度な専門的知識・技術獲得のための研修などの企画・運営、という３つの基本的な役割に
沿ってサービス提供者への指導・助言をしていく必要があります。
実施例については記載のとおりです。
福祉サービスの提供は一人で行うことはできず、チームで支援にあたることと思います。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者にはチームを統括するリーダーの役割が求め
られており、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者のチームへの関わり方は、チー
ムの雰囲気に多大な影響力を持っています。
環境によっては、職員がサービス提供を行う上で得た小さな気づきや改善点が共有されず、
支援の質が向上していかないどころか、対応策がわからず良くない対応をとったり、最悪の
場合、虐待案件となっていたケースもあります。
目標や課題、気づきを共有できる環境を良好なチームワークの基盤とし、研修などの開催に
より利用者への支援の質の向上を図っていただくようお願いいたします。



関係機関との連携についてです。
サービス担当者会議（サービス等利用計画作成会議）への参加や、地域資源や他事業所との
つながりの模索、という役割に沿って関係機関との連携を進めていく必要があります。
サービス提供にあたっては、相談支援専門員と連携し、支援チームを構築することとなりま
す。個別支援計画の作成や日々の情報交換等を通して、相談支援事業者と連携してください。
また、利用者ニーズに対し、事業所で完結するサービスでは限界がある場合もあります。
他職種チームの構築・インクルーシブな社会に向け、上記に記載した例に代表される地域資
源との協働体制を模索する必要がある場合もあります。



万が一サービス管理責任者等が欠如することとなった場合に取るべき対応についてです。
まずは、欠如することが判明した時点で速やかに障がい者支援課に連絡し、必要な手続き等
を行ってください。
また、利用者や保護者に対し、サービス管理責任者等が不在になることや、今後の支援のあ
り方等について丁寧な説明を行い、理解を得るよう努めてください。
サービス管理責任者等が不在の場合、個別支援計画の作成が行えません。
また、指定の更新もできません。
サービス管理責任者等の不在の早期解消に努めるとともに、長期に及びそうな場合には事業
の休止もご検討ください。

サービス管理責任者等が欠如した場合の報酬上の措置についてです。
サービス管理責任者等の欠如に関しては、最大50％と大きな減算率が設定されています。
また、サービス管理責任者等が欠如している場合、児童指導員等加配加算などの、基準人員
の充足を前提とした加算の算定ができなくなる点にも注意が必要です。
適用開始日や適用期間の考え方など、制度上複雑な点がありますので、減算適用に際しては
あらかじめ障がい者支援課にご相談ください。



やむを得ない事由により欠如した場合のみなし配置についてです。
サービス管理責任者等が、退職・病休などの事業者の責に帰さない事由により欠如した場合、
かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合、一定の要件
を満たす者をサービス管理責任者等とみなして配置することが可能、とされております。
みなし配置を行うための要件と、配置可能期間についてはご覧の通りです。
これらはあくまでも、やむを得ない場合における特例措置です。
みなし配置が認められた場合であっても、引き続き適切な資格を有したサービス管理責任者
等を配置することができるよう努めてください。

適用にあたっては障がい者支援課との事前の協議が必要です。
みなし配置を行おうとする場合には、欠如することが分かった時点で速やかにご相談くださ
い。
なお、協議の結果、配置が認められないこともありますのでご注意ください。



最後に、何点か注意点などをご案内します。
人員欠如が後から発覚した場合、過去に遡っての給付費返還が必要です。期間によっては、
返還額が非常に高額となる場合があります。
また、欠如の期間や悪質性によっては、指定取り消し等の行政処分の対象となる場合があり
ます。
何よりも、基準に違反した状態でサービス提供が行われることは、利用者支援の観点から非
常に問題です。
サービス管理責任者等に限らず、その他の人員等も含め、基準を遵守した運営となっている
か、常に確認を行ってください。
欠如が見込まれる場合などは、速やかに障がい者支援課にご連絡ください。



サービス管理責任者等の役割と業務や、地域関係機関・職種の連携による障害者の就職と職
場定着の支援については上記の資料を参考にしてください。



化学物質過敏症などの香りで困っている人への配慮についてです。
ヘルパーさんの柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がする、サービスを使えない、という相談
が、青森市や消費生活センター等に寄せられております。
利用者へ可能な限り配慮したサービスの提供をお願いします。



障がい者支援課への届出についてです。

まずはじめに、「変更申請・変更届」について説明いたします。
変更申請、変更届については、変更する内容によって提出期限が異なります。
事業所の所在地変更、平面図変更、定員の増加や減少、従たる事業所・出張所の追加、共同
生活援助の住居の追加・所在地変更・廃止等の変更届は、変更予定日の1ヵ月前までが提出
期限となります。
なお、内容によっては、建築指導課・消防といった他部署での事前相談等が必要な場合があ
りますので、余裕をもってご相談ください。

管理者やサービス管理責任者の変更など、上記以外の変更については、変更の日から10日以
内に提出が必要となります。



変更申請・変更届に関して、ご注意いただきたい点があります。
やむを得ずサービス管理責任者や、人員基準上配置しなければならない職員が欠如する場合
には、欠如することが判明した時点で速やかに障がい者支援課へご連絡いただくようお願い
します。
欠如期間や状況等を聞き取りさせていただき、欠如期間中に注意しなければならない事項等
について説明いたします。
また、必要な届出を行わず、基準を満たさないままサービス提供を行った場合には、給付費
の返還を求めたり、行政処分等を受ける可能性がありますので、十分にご注意ください。



続きまして、「給付費に係る変更届」通称「加算届」について説明いたします。
新たな加算を算定する、あるいは算定している加算の区分が上がる場合などの加算等の算定
される単位数が増える場合、届出日によって、その算定開始月が異なります。
届出が月の15日以前に行われた場合は翌月から、届出が月の16日以降に行われた場合は翌々
月から反映となります。

加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合、事実発生後、
速やかに提出が必要となります。
なお、届出の時期や有無に関わらず、加算等の単位数が減る、又は算定されなくなる事実が
発生した日から、従前の単位数での算定はできなくなります。

処遇改善加算の新規申請・区分変更の場合、届出日の属する月の翌々月からの反映となりま
す。

届出を行わないまま、長い間誤った単位数で請求し続けていた結果、多額の給付費を返還し
なければならなくなったというケースもございますので、加算等の要件を満たしていること
を都度確認し、満たさない場合には必ず届出を行うことを徹底していただくようお願いしま
す。



年度初めに提出が必要な書類についてです。

上記書類に関しましては、前年度の平均利用者数等の実績を用いることから、年度初めに提
出が必要となっておりますので、ご対応をお願いします。
そのほか年度切り替え・人事異動等に伴い基本報酬や加算の内容に変更が生じる場合には必
ず変更届を提出してください。



続きまして「廃止・休止・再開」についてご説明します。
事業の廃止又は休止をする場合には、予定日の1ヵ月前までに届出が必要です。

現に利用者がいる場合は、現利用者へのサービス利用希望の聞き取りから移行先事業所への
引継ぎまでを、廃止・休止する事業者が行う必要があります。
利用者へ他の事業所を紹介するだけに留まったり、相談支援事業所に調整を全て任せること
のないようにご注意願います。
利用者がサービス利用継続を希望しているにもかかわらず移行調整が完了しない場合には、
廃止・休止はできません。

また、休止していた事業を再開する場合には、再開した日から10日以内に届出が必要です。
いずれの場合でも、届出を行う前に障がい者支援課へご相談ください。



指定の更新申請についてです。
障害福祉サービス等の指定を受ける事業所は、６年ごとに更新を受けなければならないとさ
れていますので、指定有効期限日の１ヵ月前までに、更新申請書類をご提出ください。
なお、「同一事業所で複数のサービスの指定を受けており、事務手続き上の理由から有効期
限を揃えたい」などの理由がある場合は、指定有効期限が到来する前に全てのサービスの更
新申請を行っていただくことにより、有効期限を揃えていただくことも可能です。
指定有効期限を揃えることで、次回以降の更新等事務手続を簡略化することができます。
なお、指定の有効期限を揃えることを希望される場合は、事前に障がい者支援課までご相談
いただくか、更新の申請書提出時にその旨をお知らせください。



電話・FAX番号、メールアドレス等に変更があった場合速やかに障がい者支援課まで
お知らせください。

また、事業者の皆様へのお願いです。

周知・情報提供・調査依頼などは、基本的にメールでお知らせしておりますので 一日に一
度、メールをご確認くださいますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたらいつでもご相談ください。


